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2022年の住宅市場をみると、新設住宅着工戸数（１月～10月）のうち持家（新築注文
住宅）は対前年比10.7％減の約21万2000戸と大幅に落ち込んだ。賃上げが不十分な
経済情勢のなかで、原価高騰分の価格転嫁が進み、顧客が注文住宅よりも買いやすい分
譲戸建てと中古戸建てに流れていることが、注文住宅市場が低調な一因と見られる。持
家は、2022年後半も集客・受注が低調で、また経済的・施策的に大幅な着工増につな
がる要因が見いだせないことから、2023年前半まで低調な状態が続きそうだ。

■注文一本槍は難易度高い

工務店の2022年は、注文住宅・リフォーム市場の縮小に伴い利益の確保が難しく、
特に注文住宅主体の工務店にとっては厳しい１年になった。2023年着工分の集
客・受注も低調で、受注残が少ない工務店も多い。一方で、YouTube・
Instagramでの発信手法、高性能＋αの強み、DX、顧客対応＋アフターなどコロ
ナ禍でアクションを起こして勝ちパターンを確立してきた工務店は好調を維持して
いる。工務店の集客・受注の二極化が加速しており、注文住宅一本槍経営の難易度
が上がっている。

こうした足下の状況を踏まえたうえで、2023年に工務店が検討・実践したいテー
マは①ストックビジネスシフト、②「不動産に強い工務店」化、③客層＆商品＆値付
けの調整、④「安くつくるノウハウ」の構築、⑤集客・受注コストの最適化、⑥顧客対
応＋アフター、⑦利益の調整―の７つ。

今月もウォーキングにお付き合いください第24回 ２０２３年1月２日 ６：００鎌倉駅出発 初ウォーキング
鎌倉駅から由比ヶ浜に出て134号線沿いにウォーキング。
まだ真っ暗だ。時々ジョギングしている人、犬の散歩をしている人を見かけるが、殆ど人影は見え
ない。その人たちも真っ暗な海岸沿いを避けて134号線沿いの歩道が中心だ。真冬でも賑わう由
比ヶ浜海岸も暗闇に閉ざされゴーゴーという波の音しか聞こえない。何となく物悲しく、畏怖の念
さえ抱いてしまう。東の空も暗い闇に包まれたままだ。自分の後をついてくるのは、自分が刻んだ
真新しい足跡だけだ。
稲村ケ崎まできた。サーファーが2～3人小脇にサーフボードを抱えて歩いているのが見えた。この
寒いなか海に入るというのか、確かに稲村ケ崎の海は程よく荒れていい波がきている。自分も稲村
ケ崎のベンチに腰掛け一服。
七里ヶ浜の駐車場まできた。ここまでくると東の空が明るくなってくる。人の顔もはっきり見える。
初日の出ではないが、日が昇るのを皆が心待ちしているように見える。遠くに見える逗子の空はも
う朱色に染まってきた。あとわずかでお日様が顔を出すだろう。西を向けば江の島の遥か奥に富士
山も見える。
昼間のウオーキングとは全く趣が違う。夜明け前ウオーキングもなかなかのものだ。
すっかり夜は開け、今日は江の島には向かわず小動神社を左手に見て右折して藤沢駅に向かう。
今日のお昼は長男家族、次男家族全員が集まり大宴会となる。妻と二人だけだった頃から40年近
く経った今では総勢11人だ。
しばらく歩き、藤沢の市街地へ入ってきた。藤沢駅はもうそこだ。
今日のウオーキングはここ藤沢駅で終了 8時30分

二十四節気の24番目が大寒で、次の立春が1番目となり、立春を迎えると暦のうえでは春になります。大寒の最終
日（立春の前日）が、豆まきでおなじみの節分です。旧暦のころは、立春が新しい年の始まりを意味していたので、節
分の豆まきは年越しの行事にあたるわけです。

■リフォーム市場拡大、本格的な参入検討を

2023年のリフォーム市場については、矢野経済研究所が2022年に比べて微増の6.6
兆円の市場規模を予測している。中古販売が堅調を維持し、そのリフォーム需要が見込
めること、国が性能向上改修の補助・優遇を充実させることから、市場の拡大を期待で
きそうだ。

以上のことから工務店は2023年を迎えるにあたり、持家市場の低迷が継続すること、
その先にも大幅な増加は見込めないことを踏まえたうえで、自社のビジョンを再考する
必要がある。顧客の購買力が限界を超えると市場は縮小し、価格調整（値下げ）が必要に
なってくることから、客層と値付けの精度向上が求められる。同時に、リフォーム市場の
拡大を見通し、本格的な参入を検討したいところだ。

■“2025年ショック”への備えを

また、並行して、中長期的な視点で事業規模と経営スタイルを再考することも
2023年の工務店にとって主要なテーマとなる。検討すべき規模・スタイルとして、
「ナノ工務店」（新築０-５棟もしくは改修・下請け）、「アーキテクトビルダー」（新築５
-30棟）、「ワンストップショップ」（新築＋改修＋非住宅など、価格多層化＆事業多
角化）、「大手ビルダー」（新築100棟以上＋ワンストップショップ）がある。

2025年４月から省エネ基準の適合義務化と４号特例縮小が同時にスタートする
“2025年ショック”への備えも必要だ。省エネ基準の適合義務化で大きく変わる
のは、建築確認時に現行省エネ基準に適合しているかの審査と完了検査が追加さ
れること。施行日以降に建築着手する物件から、適合性審査のための書類を提出
する必要があり、基準に適合しない場合、必要な手続き・書類の整備を怠った場合
は、確認済証・検査証が発行されず、建物は着工・使用できない。ただし、住宅につ
いては、仕様規定を用いる場合など審査が容易な場合は、適合判定が省略される。

2023年は、国交省のホームページや木活協運営の情報サイト、国・メーカー等に
よる講習会で最新情報を取得・理解し、そのうえで計算で適判を受けるか、仕様基
準を使うかを検討、計算を内部化するか外部化するかも検討したい。外部化する
場合は、設計事務所や資材流通業者、省エネのプロ等と相談して自社の性能レベル
と仕様を再検討する必要がある。

４号特例とは、木造２階建てや木造の平屋など建築基準法第６条１項に該当する小
規模な木造建築が「４号建築物」と区分され、建築確認の際、構造関係規定（と居室
の採光・換気など）に関して審査省略制度の対象となり、構造関係規定（仕様規定）
の書類を提出する必要がないというもの（都市計画区域等内に建築する場合を除
く）。省略されているのは図書の提出と審査であり、それは建築士が仕様規定を計
算・検討していて問題ないと確認していることを前提としている。

■耐震等級３の標準化を

４号特例が縮小されると、４号建築物という区分・名称自体がなくなり、改正第６条
第１項第２号に当たる木造２階建てと木造平屋（延べ床面積200㎡以上）は「新２
号建築物」とされ、全ての地域で建築確認と検査が必要となり、構造規定の審査省
略制度の対象外となる。2025年以降は、仕様規定を満たすことを証明する書類
を提出し、審査を受ける必要がある。

工務店としては2023年は、４号特例縮小をきっかけに自社の耐震性能とそれを
実現する方法を検討し、標準化したい。理想的には許容応力度計算を内製化し、許
容応力度計算による耐震等級３の標準化を目指したい。計算や申請、性能向上の
内製化が難しい場合は、設計事務所やサポート機関などに依頼する体制を構築し
ておきたい。
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